
WTで挙がった課題のある業務 事務レベル1 事務レベル2

1.1.　面接相談

1.2.　保護の開始申請受付及び訪問調査

1.4.　29条調査（金融機関調査）

1.7.　保護開始の要否判定及び処分

1.8.　保護変更

1.11.就労自立給付金

2.1.　訪問管理

2.3.　就労・自立支援

2.4.　査察指導

3.1.　医療券・調剤券の交付

3.3.　施術券の交付

3.4.　移送の給付申請

3.5.　病状調査及び指導

3.7.　医療レセプト審査・支払

4.1.　介護券の交付（介護保険制度適用)

4.3.　福祉用具等、住宅改修等の給付申請

5. 経理 5.1.　定例支給（追加支給を含む）

6.1.　返還金・債権登録

6.3.　収納

6.4.　督促・催告

生活保護 1. 生活保護申請・決定（変更等含む）

2. ケースワーク

3. 医療扶助

4. 介護扶助

6. 返還金・債権管理



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 面接相談

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

Yes

No

生活保護の相談か

受付 照会 面接

throw 1

生活保護システム

住民記録システム

訪問

No.30（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：被保護者が困窮するに陥った経緯、保護を申請するに至った

経緯など、同じ内容を複数部署に対して説明することがある

■問題の原因：生活に困窮している市民および困窮するに至った経緯に

ついて、他部署と連携できる仕組みがない



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

業務フロー 面接相談

申請書を渡す
申請の意思がある

申請者

Yes

No

catch 1

相談内容登録

生活保護システム

住民記録システム

申請書の作成

・保護申請書

・収入申告書

・葬祭扶助申請書

等

生活保護システム

throw 2

・申請書



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

面接相談
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分

catch 2

面接記録票

の作成

・面接記録票

記録表保管

生活保護システム 生活保護システム

供覧・決裁



住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 保護の開始申請受付及び訪問調査

住登外登録が必要か

Yes

No

医
療
機
関

等

throw 1

送付・電話連絡

生活保護システム生活保護システム住民記録システム

・申請書

・その他必要書類

・救急搬送票

受理

住登外の登録

申請情報の登録



住民

自治体 職員

業務フロー 保護の開始申請受付及び訪問調査
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

catch 1

検診命令

29条調査（金融機関調

査）

29条調査（金融機関以外

の関係機関調査）

扶養能力調査

保護開始の要否判定及

び処分

・ケース記録票

生活保護システム生活保護システム

他法活用確認・確

認結果の登録

初回訪問
初回訪問

結果登録

No.40,55（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：都道府県で認定している指定難病患者の情報や、自立支援

医療に関する情報、都道府県や指定都市等で認定している小児慢性特

定疾病の情報等の他法に関する情報について、福祉事務所の入手手段

が紙媒体の書類、もしくは電話による確認となっており、他法他施策の活用

に関する情報収集を効率的に行うことができず、業務時間を圧迫している

■問題の原因：

・都道府県と市町村の間の情報伝達手段が紙媒体、電話しかない

・庁内の担当部署に対して都道府県等から提供された情報は、担当部署

以外に情報が共有されない

申請者の状況にあわ

せて実施必須となる

後続プロセスは異な

ることに留意

No.31（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：生活保護制度は他法他施策優先であり、生活保護制度以

外の制度（障害年金や介護保険など）を利用できるか庁内および庁外

他機関に対して頻繁に調査を行っている

■問題の原因：被保護者の他法他施策に関する情報を保有している庁

内他部署・庁外他機関のシステムと連携できる仕組みがない



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 29条調査（金融機関調査）

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

金
融
機
関

(

本
店)

金融機関

本店調査

Yes

No

・29条調査書発行伺い

・29条調査依頼書（銀行本店一括）

・29条調査回答書（銀行本店一括）

・29条調査依頼書（銀行本店一括）

・29条調査回答書（銀行本店一括）

・29条調査回答書（銀行本店一括）

throw 1

throw 2

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

調査先

情報登録
調査票作成 決裁 依頼書送付 回答受領

No.32（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：被保護者の新規開始における預貯金照会に関して、保護決

定までに照会結果が分からないことが多い

■問題の原因：郵送での照会以外に自治体側と相手方金融機関等に

おいて手段が無く、照会から回答の返送までに時間がかかるため



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

業務フロー 29条調査（金融機関調査）

支店・その他金融機関

調査が必要

Yes

No

・29条調査書発行伺い

・29条調査依頼書（共通）

・29条調査回答書（銀行支店・その他金融）

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

catch 1

catch 2

throw 3

throw 4

回答状況登録 調査先機関

情報登録(銀行支

店・その他金融)

調査票作成(銀行支

店・その他金融)

決裁

(銀行支店・その他

金融)



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

29条調査（金融機関調査）
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分

・29条調査依頼書（共通）

・29条調査回答書（銀行支店・その他金融）

・29条調査回答書（銀行支店・その他金融）

金
融
機
関

(

銀
行
支

店
・

そ
の
他
金

生活保護システム

catch 3

catch 4

依頼書送付(銀行支

店・その他金融)

回答受領(銀行支

店・その他金融)

回答状況登録(銀行

支店・その他金融)

No.32（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：被保護者の新規開始における預貯金照会に関して、保護決

定までに照会結果が分からないことが多い

■問題の原因：郵送での照会以外に自治体側と相手方金融機関等にお

いて手段が無く、照会から回答の返送までに時間がかかるため



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 保護開始の要否判定及び処分

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

保護開始か

Yes

No

要否判定資料の

作成

要否判定

所内会議
保護決定処理 保護決定調書等

の作成

・保護決定調書

・ケース記録票

・保護台帳

等

・保護申請却

下決定調書

・ケース記録

票

保護却下処理 保護却下決定調

書等の作成

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

throw 1

介護保険システム 住民記録システム 国民健康保険システム 個人住民税システム

・要否判定書

・要否判定調書

・システム間の連携を行う場合は、後段の

フローで記載される異動連絡票送付もフ

ローとして削除され、関連する帳票も削除

される可能性もあることに留意。

生活保護システム

決裁保護の要否及び

程度の決定

生活保護システム

決裁

throw 2



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

業務フロー 保護開始の要否判定及び処分

随時払がある

Yes

No

関
連
部
署

(

税
・
国
保

介
護
等)

生活保護システム

異動連絡票送付
保護決定

通知書の送付

・生活保護開始・廃止等連絡票

・保護開始決定通知書

catch 1

throw 4

throw 3

随時支給

定例支給

（追加支給を含む）

保護決定通知書

等の作成

生活保護システム

保護却下通知書

等の作成

・保護決定通知書

・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・医療機関連絡票

・介護機関連絡票

・保護申請却下通知書

・境界層該当証明書

・連絡票

（民生委員用保護申請却下通知書）

等

catch 2
No.45,49（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：市境や県境に住んでいる被保護者が、他都道府県や他市町

村の医療機関を利用する場合などにおいて、他自治体の生活保護指定医

療機関や指定介護機関の確認をする際、HPで一覧公表されていない場

合、都度電話にて確認しており、手間がかかっており、聞き取り誤りが起きる

懸念もある。また、他自治体で新規に指定された医療機関の医療機関

コード等を情報収集することに手間がかかっている。

■問題の原因：

・他自治体の指定医療機関や指定介護機関に関する情報を連携できる

仕組みがない

・被保護者が指定医療機関や指定介護機関以外で診察や介護扶助を

受けることが出来ないという、指定医療機関制度、指定介護機関制度が

No.39（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：他自治体が所管の介護事業所の情報を確認する必要がある

場合に、電話等で情報を把握することが多く、ケースワーカーの負担になって

いる

■問題の原因：福祉事務所と他自治体の福祉事務所間における、介護

施設等に関する情報連携を行う仕組みがない



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

保護開始の要否判定及び処分
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分

民
生
委
員

学
校

教
育
委
員

会

catch 4

catch 3

関係各所へ

通知書の送付

保護申請

却下通知書の

送付

・境界層該当証明書 ・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・境界層該当証明書

関
連
部
署

(

介
護
保
険

課)

• 「境界層該当証明書」については、

住民へ交付もしくは、関連部署へ

直接送付する。

・境界層該当証明書

・保護申請却下通知書

No

境界層該当か

Yes

・システム連携により、教育委員会が被保護者情報を取

得できるようになった場合、送付先から削除される可能

性もある点に留意。



住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 保護変更

・保護申請書

・収入申告書

生活保護システム

・連絡書類

医
療
機
関
等

・保護申請書

・収入申告書

情報連携による調査

依頼書送付 受領保護申請書等の

作成

訪問調査等 他法活用確認・

確認結果の登録
throw 1

生活保護システム

他法活用

点検対象者の

抽出

生活保護システム

障害者福祉システム

保護停止・廃止か

Yes

No

送付・来所

保護停止・

廃止

他法活用

結果集計

生活保護システム

他法活用可否の確認結果の登録も含む。

No.4（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：企業によっては、給与明細等が電子データ化されているケース

があり、その電子データを紙に印刷してから提出させることは市民サービスの

低下となっている

■問題の原因：電子データを紙で印刷して提出させているのは、福祉事務

No.13（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：マイナンバー等の利用で手続きが簡略化されると、来所する機

会が減るため、被保護者との接触が少なくなり、被保護者の状況が把握し

にくくなる

■問題の原因：被保護者の生活状況を把握する方法が来所時の面談、

訪問という手段に限定されているため

No.14（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：被保護者から収入報告の申告書等を郵送する際に、トラブル

が生じることがあるため、訪問時に回収している

■問題の原因：被保護者から福祉事務所へ収入申告書等を提出する

手段が郵送、もしくは直接の持参に限られており、被保護者は提出した書

類の写し等を保有することが出来ていないため

No.51（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：他法他施策を活用するに至れない状況にある。

■問題の原因：他法他施策活用時の、診断書等の文書料について、上

限金額超過分を被保護者に請求している医療機関が増えてきている。しか

し、その負担分を被保護者が負担することができないため、他法他施策を

・保護申請書

・収入申告書



住民

自治体 職員

業務フロー 保護変更
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

・保護決定調書

・生活扶助基準額計算根拠調書

・保護台帳

・査察指導台帳

・生活保護開始・廃止等連絡票

・ケース記録票

等

生活保護システム

随時払が必要か

Yes

No

・保護決定通知書

・過払金収入充当通知書

・民生委員通知書

・生活保護開始・

廃止等連絡票

等

民
生
委
員
等

・最低生活費または収入充当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなり返納額が発生した場合

に、次回支給月以後の収入充当額として変更決定する場合又は現金で返還いただく場合を含む。

・収入未申告等による不正受給の事実が確認できた時は、速やかに組織として不正受給であることの判断や

今後の処分等について検討し、おおむね１箇月以内をめどに法第78条の決定を行う。（この場合、「返還金・債

権登録」のフローに進む。不正受給ではないと認められる場合は、「戻入」のフローに進む。）

・冬季加算、期末一時扶助、基準改定等による保護変更の登録も含む。

変更登録

生活保護システム

catch 1

決裁保護決定調書等

の作成

生活保護システム

保護決定通知書

等の作成

生活保護システム

・保護変更決定通知書

・民生委員通知書

等

保護決定通知書

送付

関係各課へ

連携

・随時払が必要かどうかの決裁も含む。

随時支給

定例支給



住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 就労自立給付金

就労自立給付金

の決定登録

決裁

・就労自立給付金申請書

生活保護システム 生活保護システム

就労自立

給付金決定

調書の作成

マイナンバー

照会

他自治体での

受給歴があるか

給付金の支給を受けた日から３年を経過しな

い被保護者については、保護を必要としなく

なったと認められた場合であっても、支給しな

いこととされていることから、支給要否の判断

を行う。

マイナンバーシステム

送付または来所

・就労自立給付金

決定調書

生活保護システム

throw 1Yes

No

生活保護システム

申請書の受領
申請情報の

登録

No.13（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：マイナンバー等の利用で手続きが簡略化されると、来所する機

会が減るため、被保護者との接触が少なくなり、被保護者の状況が把握し

にくくなる

■問題の原因：被保護者の生活状況を把握する方法が来所時の面談、

訪問という手段に限定されているため



住民

自治体 職員

業務フロー 就労自立給付金
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

・就労自立給付

金決定通知書

生活保護システム

・就労自立給付金決定通知書

catch 1

随時支給

定例支給

（追加支給を含む）

就労自立

給付金決定

通知書の作成

就労自立

給付金決定

通知書の送



住民

自治体 職員

業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 訪問管理

ケース診断会議・

援助方針検討

訪問訪問計画の

策定

訪問実績の登録

throw 1

catch 3 catch 2

生活保護システム 生活保護システム

訪問計画表の

作成

生活保護システム

訪問を実施のうえ、ケース診断会議を実施した結果、以下のような判断がされた場合は、該当する事務を実施す

る。

・法第28条第5項又は法第62条第3項に基づき保護の停止又は廃止と判断（この場合、「保護停止・廃止」のフロー

に進む）

・法第63条適用または、第78条適用と判断（この場合、「戻入」または「返還金・債権登録」フローに進む）

No.1（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：個人情報等の持ち出し/持ち帰りの対応に苦慮している

■問題の原因：

・被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無い

・紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限がある

No.8（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：訪問計画の作成に時間を要している

■問題の原因：被保護者ごとに異なる状況を踏まえて、どの訪問格付け

に該当するか、いつ訪問に行くかを考えることが難しい

No.2（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：訪問等の日程調整が難航する点や被保護者が不在で業務

が滞ることがある

■問題の原因：

・訪問予定の調整の手段が、電話や手紙等の限られた手段しかない

・訪問前の当日の在室確認における双方向の連絡手段が電話以外に無

く、被保護者が電話に気づかない場合などは、訪問しないとケースワーカー

は被保護者の不在を把握できないため

No.3（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：生活保護システムの情報を持ち出すことができず、訪問時に

おける問い合わせ対応がスムーズに実施できないことがある

■問題の原因：

・被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無く、システムが保有

する被保護者の情報を紙資料や画面で訪問先で閲覧できない

・紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限がある

・年間訪問計画表

・月間訪問計画表

・ケース訪問計画表
No.11（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：訪問格付けや事前メモの作成、訪問ルートの作成に時間を

要している

■問題の原因：

・被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無い

・紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限がある

・被保護者の状況を踏まえて、どの訪問格付けに該当するかを考えること

が難しい

No.13（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：マイナンバー等の利用で手続きが簡略化されると、来所する

機会が減るため、被保護者との接触が少なくなり、被保護者の状況が把

握しにくくなる

■問題の原因：被保護者の生活状況を把握する方法が来所時の面談、

訪問という手段に限定されているため

No.15（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：全ての世帯に対して現地訪問という手段を用いている

■問題の原因：被保護者の生活状況を把握する方法が、直接被保護

者宅を訪問する以外にない

No.7,16（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：訪問先の地図情報や生活保護システムの情報の事前メモ作

成に時間を要している

■問題の原因：

・被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無い

・紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限がある

No.29（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：ケース記録の入力や被保護者の情報参照にあたって、システ

ムの操作に多くの時間を要している

■問題の原因：

・ケースワーカー1人に対する被保護世帯数が多く、各被保護者との面談

結果等ケース記録に入力しなければならない内容が多いため

・移送費の支給や医療券・介護券の発券処理など、定型的な処理を

ケースワーカーが行っているため

・援助方針などの常に把握しておくべき情報と定期的（隔月・半年・年一

回）に確認が必要な情報が区別されておらず、両方の情報について都度



住民

自治体 職員

業務フロー 訪問管理
業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

必要書類の

作成

決裁

catch 1

throw 2 throw 3

訪問計画の見直し、

再訪問が必要か

No

Yes

ケース診断会議

の実施、援助方

針の見直しが必

要か No

Yes

・ケース記録票

生活保護システム 生活保護システム

所内面接、電話連絡の結果を

踏まえケース診断会議等を実施

するケースも存在する。

No.12（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：ケース記録の作成に時間を要している

■問題の原因：

・被保護者とのやり取りを全て記録しようとすると時間が足りなくなってしま

う

・ケース記録に記載すべき内容は多種多様であり、記載事項について定

まっていない



住民

自治体 職員

業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 就労・自立支援

就労・自立支援

実績登録

生活保護システム

throw 1

生活保護システム

援助対象者登録

生活保護システム

アセスメント

結果登録

訪問管理

・ケース記録票

生活保護システム

帳票作成

・求職活動状況・収入申告

書

・収入申告書（保護継続中・

月額給与記載用）

・収入申告書（保護継続中・

日額給与記載用）

・個人票A

・稼働能力判定票

・支援対象ケース検討票

・被保護者就労準備支援

シート【計画書】

生活保護システム

就労・自立支援

プログラム登録

支援実施

就労・自立支援

援助対象者選定

No.19（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：稼働能力の有無を検討するための判断材料の収集が難しく、

医療機関等の関係機関から情報を得ることが出来ていない

■問題の原因：関係機関との連携体制が構築されていない

No.48（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：就労の可否について、主治医へ書面で確認する場合に、「就

労できる/できない」で回答されることがあり、どの程度の就労が可能かの判

断が難しい場合がある

■問題の原因：主治医への就労の可否の書面確認に関する、記入が必

須な項目が確立されていない

No.47（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：被保護者の処遇検討にあたって、医療要否以外にも稼働能

力やおむつの要否などについて、主治医へ意見を求める機会があるが、様式

が存在しないため独自様式で確認している

■問題の原因：医療要否以外にも被保護者の処遇検討に必要な情報

があるが、それらを主治医に確認する様式が無い



住民

自治体 職員

業務フロー 就労・自立支援
業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

catch 1

就労準備支援

シート等の作成

生活保護システム

・就労・求職状況管理台帳

・被保護者就労準備支援

シート【評価書】

就労・求職活動

登録

生活保護システム

対象者は

就職活動中か

No

Yes 保護変更

対象者は

就職済か

No

Yes

支援実績報告書

作成

生活保護システム

・支援状況記録票

・支援状況報告書

・求職活動状況・収入申告書

受理



査察指導
業務分類 ケースワーク

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

査察指導情報

登録

結果登録 査察指導状況

確認

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

査察指導台帳

作成

生活保護システム

・査察指導台帳

結果登録後

帳票作成

生活保護システム

・査察指導台帳

・訪問計画兼指導指示確認票

指導実施

生活保護システム

No.44（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：管外の介護施設等への指導等の業務の効率が悪い

■問題の原因：福祉事務所と他自治体の福祉事務所間における、介護

施設等に関する情報連携を行う仕組みがない



自治体 職員

住民

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 医療券・調剤券の交付

訪
問
看
護
事
業
者

医
療
機
関

連絡

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

継続中の

医療扶助に

関する対応

Yes

No

生活保護システム

throw 1

連絡

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

(傷病届）様式第17号

生活保護システム

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

保護変更申請書

（傷病届）の作成
手交・送付 受領 対象医療機関

の指定の確認

No.43（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

（3.1.「医療券・調剤券の交付」全体に関する問題）

■問題点：医療扶助の決定について、被保護者が病気等になった場合、

被保護者からの傷病届受理、医療機関への要否意見書送付、福祉事務

所内での嘱託医協議、医療扶助決定を被保護者ごとに都度行う運用をし

ているため、手間がかかっている

■問題の原因：複数の被保護者に対して、一括で医療扶助の決定を行

うことができる仕組みが構築されていない場合がある



自治体 職員

住民

業務分類 医療扶助
業務フロー 医療券・調剤券の交付

生活保護業務区分

catch 1

生活保護システム

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意

見書受領書

等

訪
問
看
護
事
業
者

医
療
機
関

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意

見書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

医療要否意見書

発行不要

Yes

No

throw 2

生活保護システム

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

記載済 記載済

住民に

渡す

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

記載済

記載済

Yes

No

catch 5

このフローの場合

は、福祉事務所ま

たは町村において

手続きを行う。

要否意見書作成
要否意見書

回答登録

No.42（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：要否意見書の運用として、本来は医療機関を受診する前に

被保護者が福祉事務所に申請し、福祉事務所から医療機関に要否意見

を求めるという運用であるべきだが、発熱や風邪等の場合などは被保護者が

先に医療機関を受診し、その後医療券を申請する形となっており、要否意

見書が形骸化している

■問題の原因：生活保護実施要領に記載されている要否意見書の様式

No.52（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：医療要否意見書（特に外来・入院）の運用について、件数

が多く形骸化している。また、医療要否意見書を電子化しても、医療機関

による意見書への回答、福祉事務所の決定がないとデータが連携されない

流れは変わらないため、システム改修等の費用や手間等を鑑みると、医療

機関にとってのメリットが少ない

■問題の原因：

・生活保護実施要領に記載されている要否意見書の様式が、自治体の運

用に沿わず、現場で活用できる帳票となっていないため

・生活保護実施要領に記載されている要否意見書の運用が、自治体の運



自治体 職員

住民

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 医療券・調剤券の交付

catch 2

診療依頼書

の発行 Yes

No

生活保護システム

・生活保護法医療券・

調剤券

・医療券連名簿（連名

医療券）

・調剤券連名簿（連名

調剤券）

・訪問看護に係る利用

料請求書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券

受領書

等

生活保護システム

・診療依頼書

（入院外）

訪
問
看
護
事
業
者

医
療
機
関

・診療依頼書（入院外）

・生活保護法医療券・調剤券

・医療券連名簿（連名医療券）

・調剤券連名簿（連名調剤券）

・訪問看護に係る利用料請求書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券受領書

等

・生活保護法医療券・調剤券

・医療券連名簿（連名医療券）

・調剤券連名簿（連名調剤券）

・訪問看護に係る利用料請求書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券受領書

等

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券受領書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付

住民に

渡す

Yes

No

手渡し・郵送

郵送

扶助不要

Yes

No

手渡し・郵送

郵送

手渡し・郵送

手渡しの際は、交

付処理簿に記名し

てもらう。

記名済

記名済

生活保護システム 生活保護システム

throw 4

throw 3

throw 5
Yes

No

福祉事務所において、明らかに医療の必要が認

められ、活用すべき他法他施策がない場合

本人支払額・

他法情報の登録

診療依頼書作成

給付券作成

給付券

廃止・停止

必要に応じ、「保護開始の要否判定及び処分」「保護

変更」「保護停止・廃止」フローに進む。

No.50（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：医療券・調剤券連名簿について、東京都では医療費等の請

求時に交付番号を入力する必要があり、交付番号が分からないと医療機

関等から多数の問い合わせがきてしまう。

■問題の原因：一括での医療券・調剤券送付の際は、枚数が少なく、効

率的であるはずの連名簿を用いることが望ましいが、生活保護システム標

準仕様書の医療券連名簿（連名医療券）や調剤券連名簿（連名調

剤券）のシステム印字項目に交付番号がない

No.53（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：生活保護システムの標準仕様書において、医療券は単票と

連名簿がレイアウトとして定義されているが、単票の場合は、1枚で生活保

護単独と併用を併せて表現することができない

■問題の原因：紙のムダや業務効率の観点から、帳票として医療券連名

簿のみを用いることが望ましいが、医療券連名簿では記載できる情報が不

足する場合がある。



自治体 職員

業務分類 医療扶助

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 医療券・調剤券の交付

No

訪問看護の場合
業者払

Yes

catch 4

catch 3

医療レセプト審査・支払

• 訪問看護に係る基本利用料以外の利用料は業者払。

• 訪問看護に係る基本利用料は医療レセプト審査・支払。

訪問看護に係る基本利用

料以外の利用料があるか

Yes

No



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 施術券の交付

業務分類 医療扶助

対象施術機関等

の確認

生活保護システム

要否意見書作成

生活保護システム

・給付要否意見書（あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領

書

等

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

手交・送付 受領保護変更申請書

(傷病届）の作成

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

throw 1

生活保護システム



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 医療扶助

業務フロー 施術券の交付

施
術
機
関

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

医
療
機
関

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

医療機関

施術機関

記載済

医療機

要否意見書

回答登録

生活保護システム

施術機関

住民に

渡す

・給付要否意見書

（あん摩・マッサージ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

本人支払額

の登録

生活保護システム

catch 1 throw 2

柔道整復師が打撲又は捻挫の患部

に手当をする場合及び脱臼又は骨

折の患部に応急手当をする場合は

医師の同意が不要であるため、医

療機関の記入は不要。

Yes

No

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、は

り・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

等

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

等

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

施術券の交付
業務分類 医療扶助
業務区分

給付券作成

生活保護システム

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等

扶助

不要

Yes

No

手渡し・郵送

住民に

渡す

Yes

No

施
術
機
関

施術を受ける手渡し・郵送

郵送
郵送

・生活保護

法給付券

受領書

郵送

給付券

廃止・停止

生活保護システム

手渡しの際は、

交付処理簿に記

名してもらう。

業者払

catch 2

・生活保護

法給付券

受領書

・施術券（あん摩・

マッサージ）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（柔道整復）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（はり・きゅう）

・施術券（あん摩・

マッサージ）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（柔道整復）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（はり・きゅう）

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等
No.37（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：療養費（はり・きゅう）等の報酬の審査について、療養費の

構造が複雑であるため、多岐にわたる療養行為に対して、一件一件扶助

の適用になるか、厳密に審査する必要があり、福祉事務所やケースワー

カーが判断することが困難である

■問題の原因：

・診療行為等のレセプトと異なり支払い基金を経由しないため、扶助の適

用になるか審査を行う専門の機関が存在せず、専門外のケースワーカーが

審査を行っている

・生活保護実施要領に、適用の基準に関して明記されておらず、国民健

康保険の基準を参照しながら審査しているが、専門外の領域について

ケースワーカーが理解して判断することは難しいため



住民

自治体 職員

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 移送の給付申請

開始

給付要否意見書

の作成

生活保護システム

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

throw 1

給付要否意見書

の送付

給付要否意見書の作成は必要か

throw 2

Yes

No

・保護変更申請書

（傷病届）

様式第12号

・保護変更申請書

（傷病届）

様式第12号

依頼書送付 受領

生活保護システム

・保護変更申請書

（傷病届）

様式第12号

保護変更申請書

（傷病届）の作成



住民

自治体 職員

業務フロー 移送の給付申請
業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

給付要否意見書

の嘱託医審査

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

catch 1

給付要否意見書

の受付

随時支給

必要に応じて健診命令を行う。

catch 2

医
療
機
関

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

No.29（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：ケース記録の入力や被保護者の情報参照にあたって、システ

ムの操作に多くの時間を要している

■問題の原因：

・ケースワーカー1人に対する被保護世帯数が多く、各被保護者との面談

結果等ケース記録に入力しなければならない内容が多いため

・移送費の支給や医療券・介護券の発券処理など、定型的な処理をケー

スワーカーが行っているため

・援助方針などの常に把握しておくべき情報と定期的（隔月・半年・年一

回）に確認が必要な情報が区別されておらず、両方の情報について都度

システムや調書を閲覧しないと把握できないため



住民

自治体 職員

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 病状調査及び指導

訪問調査票

発行対象者の

抽出

生活保護システム

訪問調査依頼書

の作成

生活保護システム

訪問調査依頼書

の送付

・入院・主治医訪問調査依頼書

の発行伺い

・入院・主治訪問調査依頼書

医
療
機
関

・入院・主治医

訪問調査依頼書

訪問調査票

の作成

生活保護システム

・主治医訪問調査票

医療機関等の

訪問調査

・主治医の意見、訪問結果等から医療扶助の継続について

疑義があると認められる場合その他特に必要があると認めら

れる場合は、その取扱いにつき、個別に検討を行う。

・検討の結果、医療扶助の継続につき疑義があると認められ

たものについては、必要に応じ都道府県知事又は指定都市

若しくは中核市の市長に技術的助言を求めた上、生活保護

法第27条第1項に基づく指導若しくは指示を行い、または同

法第28条の規定による検診命令を行う。
定期調査及び指導。



住民

自治体 職員

業務分類 医療扶助
業務フロー 病状調査及び指導

生活保護業務区分

長期入院患者

・長期外来患者

の抽出

生活保護システム

長期入院患者

の登録

生活保護システム

処遇方針の

確認・検討

・長期外来は受療期間が1年を経過した後、直近の訪問を

行った時点で処遇方針の決定を行う。

診療報酬明細

の登録

生活保護システム

長期入院患者か

No

Yes

実地検討

実地検討が必要か

No

Yes

長期入院患者・長期外来患者

の実態把握。

・主治医等との連絡だけでなく、

地区担当員による実態把握も

含む。

throw 1

throw 2

長期入院患者

調査票の作成

生活保護システム

・入院訪問調査票

書面検討

要否意見書(記入済)及び診療報酬明細

書等に基づき検討する。

throw 3



職員

住民

自治体

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 病状調査及び指導

指導・措置

catch 2

catch 1

長期外来患者指

導台帳の作成

生活保護システム

・長期外来患者

指導台帳

例外的給付

対象者台帳の作

成

生活保護システム

・例外的給付

対象者台帳

診療報酬請求書

の作成

生活保護システム

・長期入院患者に係る

診療報酬請求書

医
療
機
関

送付 受領

・長期入院患者

に係る診療報酬

請求書

・長期入院患者

に係る診療報酬

請求書（記入済）

catch 3



自治体 職員

住民

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 病状調査及び指導

レセプトデータ

の登録

生活保護システム

医療費集計表等

の作成

生活保護システム

・医療費集計表

等

レセプト管理システム

生活保護システム

レセプトデータ

の読込

頻回受診者に対する適正受診

指導。

頻回受診者指導

台帳の作成

事前嘱託医協議 主治医訪問

生活保護システム

指導・措置

・頻回受診者指導台帳

嘱託医協議

No.46（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：頻回受診の指導をはじめとした、主治医への確認が必要な事

項について、主治医への確認がそもそも難しい場合がある

■問題の原因：主治医への確認（問い合わせ）の方法が、書面・訪問・



自治体 職員

住民

業務フロー 病状調査及び指導
業務区分 生活保護
業務分類 医療扶助

レセプト管理システム

生活保護システム

ジェネリック通知

書データの読込

医療費通知書等

の作成

生活保護システム

・医療費通知書

・ジェネリック通知書

医療サービス

利用の見直し

訪問指導。

向精神薬の重複処方の適正

化。

レセプト管理システム

生活保護システム

レセプトデータ

の読込

嘱託医協議
主治医等への

確認

精神通院医療において

向精神薬の処方があるか

精神通院医療の支給認定を受けている場合は、自立支援医療担当部局に対し、当

月分の精神通院医療において向精神薬が処方されていないか照会を行う。

No

Yes
精神通院医療

の支給認定

有無確認

No.13（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：マイナンバー等の利用で手続きが簡略化されると、来所する機

会が減るため、被保護者との接触が少なくなり、被保護者の状況が把握し

にくくなる

■問題の原因：被保護者の生活状況を把握する方法が来所時の面談、

訪問という手段に限定されているため

No.36（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：重複投薬について、適正な保護受給に該当するか、ケースワー

カーが判断する必要があり、業務の時間をとられている

■問題の原因：

・医療機関が、患者（被保護者）が他の医療機関でどのような薬を処方

されているのか、把握できていないまま、薬を処方している

・被保護者が医療機関でどのような薬を処方されたのか等の詳細について、

医療機関から福祉事務所に情報が連携される仕組みが構築されていない



住民

自治体 職員

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 医療レセプト審査・支払

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

throw 1

レセプト管理システム レセプト管理システム

生活保護システム

レセプト管理

システム取込用

データ作成

レセプト管理

システムで突合

した結果の取込

突合結果の

確認・修正

診療報酬請求

内訳書の作成

支
払
基
金

・請求データ

請求受付 支払



住民

自治体 職員

業務フロー 医療レセプト審査・支払
業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

catch 1

過誤調整が必要か

No

Yes

支
払
基
金

返還額について翌月以降の支払うべき診療報酬金額から控

除するように支払基金と調整すること。その場合、都道府県知

事の決定手続きを行うこと。

請求額調整 精算

過誤調整依頼

No.41（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：生活保護併用の医療券ではなく誤って生活保護単独の医療

券を発券した場合などは、過誤調整としてレセプト返戻をしているが、都度

ケースワーカーが訂正のための電話をしており、業務負担となっている

■問題の原因：保険者間で過誤調整を行える仕組みがない



住民

自治体 職員

業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 介護券の交付（介護保険制度適用）

申請の受理 介護要件の

登録

生活保護システム

throw 1

連絡票の作成

生活保護システム

・被保護者情報連絡票

（保険者用）

・介護扶助受給者情報連絡票

（保険者用）

・被保護者異動連絡票

（国保連用）

・被保護者異動訂正連絡票

（国保連用）

・適用除外施設入所者情報

連絡票

・居宅介護支援計画等写し

介
護
機
関

・保護申請書

・居宅介護支援計画等の写し

・サービス利用票

居宅介護支援計画等の写しは毎月提出。

• 要保護者が提出することが原則であるが、

本人の同意を得ている場合、直接指定居宅

介護支援事業者等から交付を求める。

• 居宅介護支援計画等の写しは毎月提出。

• 「他法他施策活用の検討」、「支払限度確の確

認」、「本人支払額の登録」等を含む。

• 必要に応じ、「保護開始の要否判定及び処分」

「保護変更」「保護停止・廃止」フローに進む。

介護機関から居宅介護支援

計画等の写しを受け取るか

Yes

No

・被保護者異動連絡

票（指定居宅介護支

援事業者用）

居宅介護

支援事業者向け

連絡票の作成

生活保護システム

・被保護者異動連絡票

（指定居宅介護支援事

業者用）

居宅介護

支援事業者向け

連絡票の送付



住民

自治体 職員

業務フロー 介護券の交付（介護保険制度適用）
業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

catch 1

介護券の作成

生活保護システム

国保連向け連絡

票の送付

介護券の送付

国
保
連

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書

介
護
機
関

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書・被保護者異動訂正連絡票（国保連用）

保険者向け連絡

票の送付

保
険
者

・被保護者情報連絡票（保険者用）

・介護扶助受給者情報連絡票（保険者用）

・適用除外施設入所者情報連絡票

No.54（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：生活保護システムの標準仕様書において、介護券は単票と連

名簿がレイアウトとして定義されているが、単票の場合は、1枚で生活保護

単独と併用を併せて表現することができない

■問題の原因：紙のムダや業務効率の観点から、帳票として介護券連名

簿のみを用いることが望ましいが、介護券連名簿では記載できる情報が不

足する場合がある。



住民

自治体 職員

業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 福祉用具等、住宅改修等の給付申請

領収書（福祉用具等）を使用するか

申請の受付

throw 1

指
定
特
定
福

祉
用
具
販
売

事
業
者

又
は

指
定
特
定
介

護
予
防
販
売

事
業
者

又
は

居
宅
介
護

住
宅
改
修

事
業
者

ま
た
は

指
定
事
業
者

以
外

又
は

移
送
事
業
者

領収書（福祉用具

等）の登録

生活保護システム

領収書（福祉用具

等）の送付

No

Yes

領収書（福祉用具

等）の作成

生活保護システム

・領収書

（福祉用具等）

・領収書

（福祉用具等）

住宅改修等、介護予防、

生活支給サービス、移送

に係る請求の場合もある。

・領収書

（福祉用具等）

・領収書

（福祉用具等）

福祉用具等、住宅改修等、介護予防、生活支

給サービス、移送に係る申請。

No.47（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：被保護者の処遇検討にあたって、医療要否以外にも稼働能

力やおむつの要否などについて、主治医へ意見を求める機会があるが、様式

が存在しないため独自様式で確認している

■問題の原因：医療要否以外にも被保護者の処遇検討に必要な情報

があるが、それらを主治医に確認する様式が無い



住民

自治体 職員

業務フロー 福祉用具等、住宅改修等の給付申請
業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

catch 1

請求書の受付

随時支給

代理納付

福祉用具等、住宅改修等の給付申請の場合。

介護予防、生活支給サービスの給付申請の場合。

業者払

移送の給付申請、福祉用具券利用の場合。

・福祉用具等・住宅改修等の現金給付については、概算払いを

行ったのちに清算を行っており、精算時により返戻を求める金

額は返還金として処理する。

また住宅改修については、住宅改修の給付を行った後、介護保

険側で償還払いによる保険給付があった場合には、これを法第



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 定例支給（追加支給を含む）

業務分類 経理

支給予定額

の確認

生活保護システム

Yes

No

点検結果に問題があるか
保護変更

throw 1

生活保護システム

保護停止・廃止

保護開始の要否判定

及び処分

保護変更

就労自立給付金

進学準備給付金

支給内容の点検

締め処理

支払方法・支払

予定日の修正

生活保護システム

支払方法・支払予定

日に修正があるか

Yes

No

No.56（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：介護保険料の徴収について、現在は、被保護者が支払うべ

き介護保険料を生活保護費に加算して支給し、介護保険課に代理納

付する（もしくは被保護者が介護保険課に振り込む）という運用が行わ

れているが、被保護者と役所ともに無駄なやり取りが発生しており、負担に

なっている

■問題の原因：生活保護費に加算して支給する介護保険料加算額を、

被保護者を経由せずに、庁内で介護保険料に振り替えることが、法制度

上許容されていない



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 経理

業務フロー 定例支給（追加支給を含む）

・生活保護費支給通知書

・保護金品支給台帳

・金種表

・明細型金種表

・窓口受領明細書

窓口支給準備

catch 1

保護費の支給

・生活保護費支給通知書

・窓口受領明細書

生活保護システム

現金書留

支給準備

口座振込用

データの作成

生活保護システム

押印もしくは

署名済窓口受領

明細書の受付

・窓口受領明細書（押印もしくは署名済）

各種明細書類の

作成

生活保護システム

受領消込

窓口支給の場合。



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

定例支給（追加支給を含む）
業務分類 経理
業務区分

組戻の登録

生活保護システム

金
融
機
関

組戻依頼

口座振込の支給停止依頼をする場合。



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 返還金・債権登録

業務分類 返還金・債権管理

・収入の申告漏れ

・不正受給

事実把握 返還・徴収に向

けた準備・調査
ケース診断会議 債務者登録

生活保護システム

throw 1

No.64（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：被保護者に第63条返還金と第78条徴収金のどちらが適用さ

れるか判断するのが難しく、78条が適用される場合は、悪質な事案での徴

収金への加算など検討が必要な項目が多く煩雑である

■問題の原因：

・第63条返還金と第78条徴収金の判断基準や検討事項への対応方針

が福祉事務所全体の集合知として蓄積されていない

・ベテランケースワーカーが持っている判断基準や検討事項へのノウハウが福

祉事務所全体の集合知として蓄積されていない



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 返還金・債権管理

業務フロー 返還金・債権登録

catch 1

生活保護システム

決裁

生活保護システム

債権登録 返還金・徴収金

決定通知書の作成

throw 2

生活保護システム 生活保護システム

・63条返還金決定調書

・77条徴収金決定調書

・77条の2徴収金決定調書

・78条徴収金決定調書

返還金・徴収金

関連調書の作成

・63条返還金決定通知書

・77条徴収金決定通知書

・77条の2徴収金決定通知書

・78条徴収金決定通知書

・63条返還金決定通知書

・77条徴収金決定通知書

・77条の2徴収金決定通知書

・78条徴収金決定通知書

生活保護システム

調定登録

・調定書（生活保護費

返還等）

No.60（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：福祉事務所で管理している債権（返還金・徴収金）の件数

が減らず、増える一方である

■問題の原因：

・返還金や徴収金の決定処理に時間を要している

・生活保護受給中の被保護者について、限られた生活保護費の中から返

還と徴収を行うことが難しい状態だが、納付交渉等を行っても、返還のため

の家計見直し等を支援できていない、または、支援が難しい

・死亡廃止の被保護者の場合、相続人の有無の確認、相続人の債務の

相続意思の確認が出来ていないことが多く、納付交渉を行うことが難しい

No.66（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：自立更生費について認定基準はあるものの、認定基準に該当

するかの判断は被保護者の状況に応じて、都度福祉事務所として判断す

る必要があるが、判断を行うことが難しい

■問題の原因：福祉事務所内において、自立更生費用に該当するかの

判断基準が明確でなく、どのような出費が自立更生費に該当するかという判

断基準が、ケースワーカーや福祉事務所によって異なる場合がある



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

返還金・債権登録
業務分類 返還金・債権管理
業務区分

・63条返還金納入通知書（納付書）

・77条徴収金納入通知書（納付書）

・77条の2徴収金納入通知書（納付書）

・78条徴収金納入通知書（納付書）

・63条返還金納入通知書（納付書）

・77条徴収金納入通知書（納付書）

・77条の2徴収金納入通知書（納付書）

・78条徴収金納入通知書（納付書）

catch 2

納入通知

関連書類の作成

生活保護システム



収納
業務分類 経理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

・納付済通知書

生活保護システム

返還金・

債権登録

収納消込納付済通知書

の受領返還方法の

変更

金
融
機
関

No.60（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

（6.3.「収納」全体に関する問題）

■問題点：福祉事務所で管理している債権（返還金・徴収金）の件数

が減らず、増える一方である

■問題の原因：

・返還金や徴収金の決定処理に時間を要している

・生活保護受給中の被保護者について、限られた生活保護費の中から返

還と徴収を行うことが難しい状態だが、納付交渉等を行っても、返還のため

の家計見直し等を支援できていない、または、支援が難しい

・死亡廃止の被保護者の場合、相続人の有無の確認、相続人の債務の

相続意思の確認が出来ていないことが多く、納付交渉を行うことが難しい



督促・催告
業務分類 返還金・債権管理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

生活保護システム

・返還金督促状

・返還金督促状

生活保護システム

・返還金催告書

・返還金催告書

生活保護システム 生活保護システム

納付期限

までの支払

Yes

No

分納を実施

分納

Yes

No
督促状の送付

督促状作成

対象書の確認
督促状の作成

催告書作成

対象書の確認
催告書の作成 催告書の送付

No.27（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：ケースワーカーが被保護者に対して、自立の助長のために生活

状況を尋ねた後に債権回収の催促をした場合、被保護者がケースワーカー

に不信感を抱くことに繋がる可能性がある

■問題の原因：債権回収専門の職種が福祉事務所内に配置されておら

ず、生活状況の把握と債権回収は業務の目的が異なるため、ケースワー

カーが同じ役割を担うことは適していない

No.57（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

（6.4.「督促・催告」全体に関する問題）

■問題点：債権管理について、廃止ケースにおける引継ぎに不備が生じる

場合がある

■問題の原因：

・債権管理担当に廃止ケースを引き継ぐために、引継ぎ前に何の事項を整

理するか、確認しておくか等の引き継ぎ事項が定義されていない

・ベテランケースワーカーが把握している廃止ケースの引継ぎのノウハウが福祉

事務所全体の集合知として蓄積されていないため

・ケースワーカーの能力差が顕著に表れる返還金・徴収金の起案処理、廃

止ケースの引継ぎについて、ケースワーカーへの教育が不十分であるため

No.58（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

（6.4.「督促・催告」全体に関する問題）

■問題点：庶務担当・債権管理担当等が、廃止ケースの債権の発生経

緯等の状況を読み解く必要があるため、引継ぎに時間を要している。

■問題の原因：

・異動等の理由から、廃止ケースの担当者であったケースワーカーに債権の

発生経緯を聴取することが難しい

・債権管理担当に廃止ケースを引き継ぐために、引継ぎ前に何の事項を整

理するか、確認しておくか等の引き継ぎ事項が定義されていない

No.59（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

（6.4.「督促・催告」全体に関する問題）

■問題点：債権数の膨大さと人員不足の状況から、債権管理の引継ぎに

おいてまず何を引き継ぐかが明確になっておらず、ケースワーカーから庶務係へ

の引継ぎ体制が構築できていない

■問題の原因：債権管理担当に廃止ケースを引き継ぐために、引継ぎ前

に何の事項を整理するか、確認しておくか等の引き継ぎ事項が定義されてい

ない

No.63（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：従来は保護費の窓口支給の際に納付交渉を行ってきたが、保

護費支給について口座振込を促進しているため、窓口での納付交渉の機

会が減少している

■問題の原因：被保護者に確実に納付交渉可能なタイミングが、窓口支

給のタイミングに限定されている


